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1  刑法とは
2  罪刑法定主義とその派生原則

《今回の予定》

第1回 刑法の基本

　みなさん、こんにちは。これから32回の講義を通じて刑法の入門を勉強し
ます。第 1回目は、まずそもそも刑法とは何かについてお話しします。

	 1  刑法とは

▲

刑法って何？
　「刑法って何？」って質問されたらどう答えますか？
　「悪いやつを懲

こ
らしめるための法律」ですね。つまり、刑法とは、簡単にいえ

ば犯罪者を罰するための法律ということになります。たとえば、他人の物を盗
めば罰せられます。これはみなさんも知っていますよね。では、なぜ、他人の
物を盗むと罰せられるのでしょうか。それは、刑法にそう書いてあるからです。
刑法に他人の物を盗んだら罰しますと書いてあるから、罰せられるわけです。
　このように、どのようなことをすると罰せられるのか、ということを定めた
法律が、刑法です。

▲

犯罪と刑罰
　そうした罰を受ける行為のことを犯罪といいます。そして、犯罪に対して科
される罰のことを刑罰といいます。
　犯罪の代表例としては、窃

せっ
盗
とう
罪
ざい
、強
ごう
盗
とう
罪
ざい
、殺
さつ
人
じん
罪
ざい
、詐

さ
欺
ぎ
罪
ざい
などがありますね。

　刑罰の代表例としては、死
し
刑
けい
、懲

ちょう
役
えき
刑
けい
、禁
きん
錮
こ
刑
けい
、罰
ばっ
金
きん
刑
けい
などがあります＊。
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大事なのでもう一度言いますね。死刑、懲役刑などの「刑罰」が科される悪い
行為を「犯罪」というのです。世の中には悪い行為、いけない行為はたくさん
あります。たとえば、お年寄りに席を譲らないとか、約束の時間に遅刻すると
か、です。しかし、これらは、刑罰が科されるものではないので、「犯罪」と
はいいません。
　この犯罪と刑罰という言葉はこれから頻

ひん
繁
ぱん
に使いますので、しっかり覚えて

おいてください。
　この犯罪と刑罰という言葉を使って、もう一度刑法とは何かということをき
ちんと定義すれば、刑法とは、どのような行為が犯罪であるか、またその犯罪
に対してどのような刑罰を科すかを定めた法律、つまり、犯罪と刑罰を定めた
法律ということになります。

＊ 　令和 4年 6月に刑法の一部改正が行われ、懲役刑と禁錮刑を廃止し、新たに設け
る「拘禁刑」に一本化されることになりました。この改正は令和 7年 6月 1日から
施行（実施）されます。

●  刑法とは、どのような行為が犯罪であるか、またその犯罪に対
してどのような刑罰を科すかを定めた法律である。

	 2  罪
ざい

刑
けい

法
ほう

定
てい

主
しゅ

義
ぎ

とその派
は

生
せい

原
げん

則
そく

▲
犯罪と刑罰の法定

　「法定」とは、法律で定めることです。では、なぜ犯罪と刑罰を法律で定め
る必要があるのでしょうか？
　古代には、刑法という法律はありませんでした。そうした刑法がない時代で
は、王様のような権力者は好き勝手に刑罰を科すことができました。たとえば、
王様が、自分が気に入らない人を、たったそれだけの理由で死刑にすることが、
普通に行われていたわけです。これでは、人々はいつ刑罰を科されるのかわか
りませんから、安心して暮らすことができません。このため人々は、権力者に
おびえながら暮らしていたわけです。
　そこで、人々が安心して暮らせるようにするため、権力者が好き勝手に刑罰
を科すことができないようにしようということになり、そのために、刑罰を科
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第

回

刑
法
の
基
本

1
すことができる場合をあらかじめ文書でハッキリ確認しようということになっ
たわけです。その文書が刑法です。
　したがって、現在では、法律に「○○の行為は犯罪である」と書かれている
行為についてしか犯罪とはならず、よって刑罰を科すことができません。
　このように、あらかじめ犯罪と刑罰を法律で定めなければ、刑罰を科すこと
はできないということを、犯罪の「罪」と刑罰の「刑」をとって、罪刑法定主
義といいます。これはとても大事な原則で、憲法31条で定められていると考
えられています。しっかり覚えましょう。

●  罪刑法定主義とは、あらかじめ犯罪と刑罰を法律で定めなけれ
ば、刑罰を科すことはできないとする原則をいう。

▲

遡
そ
及
きゅう
処罰の禁止

　ただし、法律を定めればいつでも刑罰を科せる、というわけではありません。
　具体例で考えてみましょう。

 新たに、刑法に「スマートフォンを歩きながら使用した場合
には罰する」という規定ができ、この規定を 1年前から適用することに
なった。

CASE 1

　仮にこうした規定が設けられたとしたら、過去 1年以内に歩きスマホをし
ていた人は、全員罰せられることになります。しかし、この人たちは、スマホ
を使用していた時に歩きスマホが犯罪だとはまったく思っていません。その時
の刑法には、歩きスマホは罰するという規定はなかったのですから、当然です。
そのような人たちを罰してよいのでしょうか？
　いいわけありませんね。行為の時は適法であったのに、後からできた法律
で遡

さかのぼ
って処罰されるとすれば、怖くてしょうがないです。

　したがって、刑法を過去に遡って適用することは禁止されています。これを
遡及処罰の禁止あるいは事

じ
後
ご
法
ほう
の禁止といいます。これも大事な原則で、憲法

39条前段前半に規定されています。ちなみに、遡及とは過去に遡ることをい
います。「事後」とは、行為の後という意味です。つまり、行為時に犯罪と規
定されていなければ、決して処罰されない、ということです。
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行為

スマホを歩きながら
使用

「スマホを歩きながら使用した場合
には罰する」という規定が新設

事後法
時間

遡及適用

●  遡及処罰の禁止とは、刑法を遡って適用することはできないと
する原則である。

▲

明
めい
確
かく
性
せい
の原則

　ほかにも注意しなければならない原則があります。
　たとえば、刑法の中に「悪いことをしたら罰する」という規定があったらど
うなるでしょうか？ 「悪いこと」とは何でしょう？ 非常にわかりにくいですね。
　確かに、他人の物を盗んだり、他人の命を奪ったりすることは「悪いこと」
でしょう。では、他人にウソをつくことは「悪いこと」でしょうか？ 確かに、
振り込め詐欺のように、他人にウソをついてお金をだまし取ることは「悪いこ
と」でしょう。でも、小説を書くことも、架空の話を作り上げているわけです
から、ウソをつくことですよね。これも「悪いこと」でしょうか？
　このように、何が「悪いこと」なのかは非常にあいまいです。このような規
定では、人々は何をすれば罰せられるのかわかりませんから、小説を書くとい
うような罰を受けない行為であっても、もしかしたら「悪いこと」として罰せ
られるかもしれないと思って、それをやめてしまうおそれがあります。これで
は、人々は自由に行動することができなくなってしまいます。また、権力者は、
自分にとって都合の悪いことはすべて「悪いこと」として、好き勝手に刑罰を
科すことができるようにもなってしまいます。したがって、刑法の規定は、「他
人の物を盗んだときは、○○の刑罰に処する」のように、どのような行為が犯
罪になるのかが人々にわかるように明確なものでなければなりません。これを
明確性の原則といいます。
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《まとめ》

罪刑法定主義

遡及処罰の禁止

明確性の原則

慣習刑法の禁止

類推解釈の禁止

絶対的不定期刑の禁止　など

派
生
原
則

今回勉強した項目

第 1  回

●  明確性の原則とは、刑法の規定は、どのような行為が犯罪にな
るのかが人々にわかるように明確なものでなければならないと
する原則である。

　今回は、罪刑法定主義、そしてそれから導かれる遡及処罰の禁止、明確性の
原則を勉強しました。これらは、刑法の重要な原則ですので、しっかり理解し
ておいてください。
　実は罪刑法定主義から導かれる原則（派生原則）には、ほかにも慣

かん
習
しゅう
刑
けい
法
ほう
の禁

止や類
るい
推
すい
解
かい
釈
しゃく
の禁止などがあります。ただ、少し難しい内容になりますので、

ここでは置いておきます。刑法をひととおり勉強した後で、学習してみてくだ
さい。


